
◆在宅医療・介護連携推進事業について

生駒市医療介護連携ネットワーク協議会資料

奈良県郡山保健所 筒井

２０１９．５．２５（土）



• 団塊の世代が７５歳を迎える2025年
を控え、医療や介護が必要な状態に

なっても、住み慣れた地域で暮らし

続ける事ができるような環境の整備

「地域包括ケア」構築が必要。

• 市町村は平成27年度～取組みを開始。

• H30年4月～

「在宅医療・介護連携推進事業」を

全ての市町村で主体的に取り組む
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地域包括ケアシステムの構築について



【財源構成】
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都道府県
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【財源構成】

国 38.5%

都道府県
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任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携の推進

○ 認知症施策の推進

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○ 生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜見直し前＞ ＜見直し後（Ｈ２７年４月～※経過措置有 ）＞介護保険制度

全市町村で
実施

H30年4月までに全市町村で開始

H29年4月からは全市町村で実施
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新しい地域支援事業の全体像
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退院調整ルールで補完できること



① 入・退院支援 ② 生活の場における医療・介護連携 ③看取り

病院

自宅等へのスムーズな移行
のための情報の受け渡し
（退院の５日以上前）

住み慣れた自宅や介護施
設等、患者が望む場所で
の看取りの実施

住まい

自宅・ケア付き高齢者住宅

医療 介護

入退院調整ルールの策定

病院看護師・
地域連携室

小規模多機能型
居宅介護事業所

通院 通所
各種介護サービス

事業所

担当ケアマネジャー・
地域包括支援センター

ケアマネジャー

質の高い在宅医療・介護の提供のための多職種連携・協働

地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み

在宅医療・介護連携の推進

薬局

在宅療養支援
診療所

診療所

歯科診療所

認知症グループホーム

訪問看護
ステーション

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

一時入院
（急変時）
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Ⅰ. 入退院調整ルール策定の普及拡大
‣ Ｈ27 ７市町村
Ｈ28 ３市町村
Ｈ29  ９市町村で策定

（西和７町＋大和郡山市＋生駒市）

‣ Ｈ30 奈良市
１２市町村（南和圏域）

４市町 （中和圏域）
計 ３６/３９市町村

※ H30は、上記のルール策定と併せて、県が調整役となり、
圏域を越えて入退院する場合の広域的なルールの円滑な
運用に向け広域調整会議を開催

＜参考＞

Ｈ27年度策定の東和医療圏における運用状況

【退院調整率】
（H27.6） （H28.6） （H29.6） （H30.6）
50.6％ → 64.7％ → 82.1％ → 90.3％

【入院時情報提供書の提出率】
30.2％ → 61.8％ → 60.5％ → 81.7％

Ⅱ. 入退院調整ルールの充実
‣ 退院調整ルール運用後の効果や課題について協議し、
ルールの見直しを実施及び退院調整状況調査による点
検を実施。

＜県の役割＞
‣ 保健所が市町村の広域的な連携をコーディネートし、
市町村の取り組みを支援

‣ 地域包括ケア推進支援チーム（地域包括ケア推進室、
地域医療連携課、保健所）によるノウハウの提供等

＜市町村の役割＞
‣ ルール策定に係る地域包括支援センター及び居宅介護
支援事業所等との連絡・調整・取り纏め等

退院しても
安心

入退院調整ルール策定の取り組み状況

【平成２９年度】

【平成２９年度】

東和医療圏域における
入退院調整ルールづくり

（都道府県医療介護
連携調整実証事業）
桜井市、宇陀市、川西町
三宅町、田原本町
曽爾村、御杖村

【平成２７年度】

【平成２９年度】

南和医療圏域における
退院調整ルールづくり

五條市、吉野町、大淀町
下市町、黒滝村、天川村
野迫川村、十津川村
下北山村、上北山村
川上村、東吉野村

【平成３０年度】

【平成３０年度】

市単独での取り組み
生駒市

市単独での取り組み

大和郡山市

橿原地区退院調整ルール
づくり推進事業
橿原市、高取町、明日香村

市単独での取り組み
奈良市

西和地域７町在宅医療・
包括ケア推進プロジェクト

平群町、三郷町、斑鳩町
安堵町、上牧町、王寺町
河合町

入退院調整ルールの策定は、「医療」と「介護」という異分野の連携を進めるきっかけ

中和地区（３市１町）退院
調整ルールづくり推進事業
大和高田市、香芝市、
葛城市、広陵町

【平成３０年度】

医療・介護連携の推進に向けた仕組みづくり

【平成２８年度】
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